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地震調査研究推進本部会議運営要領（案）

平成１３年 １月 日 改正

平成 ７年 ７月１８日

地震調査研究推進本部

（招集）

第１条 地震調査研究推進本部長（以下「本部長」という ）は、地震防災対。

（ 「 」 。）策特別措置法第７条に規定する地震調査研究推進本部 以下 本部 という

の事務の遂行に必要と認めるときは、本部長及び地震調査研究推進本部員か

ら構成される地震調査研究推進本部会議（以下「本部会議」という ）を招。

集することができる。

（意見の聴取等）

第２条 本部長は、本部会議に専門家を招へいし、意見を聴取することができ

る。

２ 政策委員会及び地震調査委員会の委員長は、本部会議に出席し、意見を述

べることができる。

（関係省庁連絡会議）

第３条 本部の事務に関し、関係行政機関相互の連絡を行うため、別記１に掲

げる構成員からなる地震調査研究推進本部関係省庁連絡会議（以下「連絡会

議」という ）を開催する。。

２ 連絡会議は、議長が主催するものとし、議長には文部科学省大臣官房審議

官（研究開発局担当）をあてる。

３ 連絡会議が必要と認める場合、別記２に掲げる者を連絡会議に出席させる

ことができる。

４ 前３項に規定するもののほか、連絡会議の運営に必要な事項は、連絡会議

で定める。





別記１ 地震調査研究推進本部関係省庁連絡会議構成員

議長 文部科学省大臣官房審議官（研究開発局担当）

内閣官房内閣参事官（危機管理担当）

内閣府政策統括官付参事官（地震・火山対策担当）

総務省情報通信政策局技術政策課長

消防庁震災対策指導室長

文部科学省研究開発局地震調査研究課長

経済産業省産業技術環境局知的基盤課長

国土交通省総合政策局技術安全課長

〃 河川局防災課長

国土地理院企画部長

気象庁総務部企画課長

海上保安庁水路部企画課長

別記２

文部科学省防災科学技術研究所管理部企画課長

〃 〃 地圏地球科学技術研究部長

〃 〃 地震調査研究センター長

総務省通信総合研究所標準計測部長

経済産業省産業技術総合研究所地質調査所企画室長

〃 〃 地質調査所地震地質部長

国土地理院地理地殻活動研究センター長

〃 測地観測センター長

気象庁地震火山部管理課長

〃 〃 地震予知情報課長


